
 

エコアクション 21 

 
 

対象期間：令和 4 年 9 月 1 日～令和 5 年 8 月 31 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

令和 5 年 11 月 20 日 

株式会社浜崎商店 



１．組織の概要 

（１）事業所名

株式会社浜崎商店 

（２）代表者氏名

代表取締役 濱﨑 興基 

（３）所在地

本 社 静岡県菊川市本所 1469 番地の 1 

  給油所 静岡県菊川市半済 963 

（４）環境管理責任者

  濱﨑 興基（代表取締役） 

連絡先 本社 TEL：0537-35-3101  E-mail：wbs03654@mail.wbs.ne.jp

（５）事業活動の内容

１．石油類の販売（菊川給油所/販売店給油所卸売/農需要・産業用灯油・重油直売） 

  ２．自動車整備業（給油所内） 

中部運輸局認証工場資格 第 8032 号（H22.08.20 取得） 

 ３．中古車販売・買取（給油所） 

古物商 静岡県公安委員会第 491210000758 号（H18.11.02 取得） 

 ４．自動車損害保険代理店業 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代理店 

 ５．自動車板金塗装業（ピッカーズカーリペア FC 加盟 Picars 菊川店） 

６. レンタカー事業 （ニコニコレンタカーFC加盟 菊川店）

７．ＬＰガス販売、燃焼機器、住設機器、太陽光発電設備等の販売

８．オートガス充てん所運営（菊川給油所併設 鈴与商事㈱オートガス菊川充填

所）９．太陽光発電所による発電事業

・菊川市内屋外野建設置３発電所 全量買取制度

・本社建屋屋上設置１か所※、給油所建屋屋上設置１か所※

※余剰電力買取制度による 

10．新電力（ENEOS でんき、エネワンでんき）取次ぎ代理店 

11. 不動産賃貸事業
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（６）事業の規模

設立   昭和 36年 3月 10 日 

資本金  1,000 万円 

売上高  1,217 百万円 （2023 年 8 月期 第 63 期） 

従業員数 18 名（内パート・アルバイト 2名 ※社員換算１名） 

本社（社員１1名） 

給油所（社員 6名、パートアルバイト 2名） 

車両台数 社用車 16 台（内リース車 2台） 

社長利用個人車両を会社に貸与 1台 

レンタカー車両 16 台

事業の内訳 

１．石油事業    1,007 百万円 

・石油直売  196 百万円 

・販売店給油所石油卸売  430 百万円 

・給油所／オートガススタンド   381 百万円 

（車検整備、車販・買取、カーリペア含） 

 150 百万円 

 40.8 百万円 

２．ＬＰガス販売事業  

（燃焼器具、住設機器含）    

３．太陽光発電事業（余剰電力分含）   

４．不動産賃貸事業       18.8 百万円 

（７）取得している許可・届出の種類

１．石油業法に基づく石油製品販売業者 通商産業省第 3-18-0-0687 号 

２．揮発油販売業者   関東経済産業局  3-02758-001 号 

３．軽油引取り税特別徴収義務者証   静岡県磐田財務事務所 第 771124 号 

４. 液化石油ガス販売事業者証  静岡県 登録番号 22D3045 

５．古物商   静岡県公安委員会 第 491210000758 号 

６. 自動車整備認証工場  中部運輸局認証工場 第 8032 号 
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２．環境経営方針 

環境経営方針 

１．基本理念 

株式会社浜崎商店は、自動車・農工業・生活・業務用に利用される各種エネルギーと、こ

れらを利用する機器やメンテナンス事業において、地球環境に及ぼす影響を十分に認識し、

地球環境保全のため従業員が一丸となり環境負荷の軽減に努めます。 

２．環境保全への行動指針 

（１）より良い地球環境を目指して行動する為、以下のとおり行動指針を定め、環境保全を

念頭におく緒活動を推進します。

① お客様に対し省エネルギーに寄与する物品、サービスの提供を推進します。

② 事務所、販売店舗における電力消費の削減に努めます。

③ 車両燃料の燃料消費量の削減に努めます。

④ 水資源の無駄遣いを減らし、使用量の削減に努めます。

⑤ 事務所、販売店舗、ユーザー先での業務、作業から発生する廃棄物処理量の削減

に努めます。

⑥ 資材及び事務用品のグリーン購入を推進します。

（２）環境経営システムを効果的に運用し、継続的な改善に努めます。

（３）環境関連の法規や条例を理解し、これに準拠した活動に努めます。

上記の環境経営方針を従業員に周知し、環境への取り組みを環境経営レポートとしてまとめ

これを公表します。 

令和 3年 7 月 1 日制定 

令和 4年 9月 1日改訂 

  株式会社 浜崎商店 

  代表取締役 濱﨑興基 
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３．実施体制 

株式会社浜崎商店エコアクション 21 推進組織（第 63 期） 

環境経営システム総責任者 

環境管理責任者 

代表取締役 濱﨑 興基 

石油課 ホームエネルギー課   総務経理課 

推進委員 植田 利充    推進委員 松浦 昌人  推進委員 青木 良太 

現場記録事務 柴田 裕史  現場記録事務 髙林 宏行   現場記録事務 新田 知恵子 

推進委員 斎藤 康晴    集計事務 河野 美香子 

現場記録事務 米村 信吾 

推進委員 岩瀬 宗治 

現場記録事務 横山 昌美 

各従業員 

各部門の役割・責任 

代 表 者  ・環境経営に関する統括責任

（環境管理責任者） ・環境経営方針の策定 

・経営における課題とチャンスの明確化

・活動体制の構築と経営資源の用意

・活動状況の評価見直し、改善に向けた必要な指示を行う

・環境経営システム運用上の管理

・環境関連法規、条例等の把握と運用への反映方法の策定

・環境活動計画の作成と推進

・環境経営システム運用上の事務処理の指示

部門推進委員 ・部門の現場を統括

・率先した環境活動の実施と配下従業員への周知教育

・環境管理責任者とともに現場単位に環境負荷低減のための手法を取り入れる

集 計 事 務 ・現場記録事務に必要項目の記録を管理させ事務を集計統括する

現場記録事務  ・事務所内、給油所、現場先の電力、燃料、水使用量の記録管理

・部門推進委員と協力し率先した環境活動の実施と、推進委員とともに従業員の

周知教育を行う

従 業 員  ・環境経営方針を理解し、自主的・積極的に環境活動へ参加する

直売 

給油所 

Picars 
(リペア工場）
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４．ＳＤＧｓの取組み 

 ＳＤＧｓ行動宣言 

わが社は、企業活動を通じて、社会課題の解決に取り組み、 
ＳＤＧｓ達成に貢献しています。 

項   目        関連する SDGs のゴール   SDGs 達成に向けた取組 

  地球温暖化への取組 

 脱炭素社会の実現 

【ＳＤＧｓ推進の狙い】 

環境問題への取組みに自社の社会的責任を果たす 

ことを認識し、自社の課題改善を実践し従業員と 

家族、お取引企業様にも共感を得て持続可能な 

まちづくりに貢献します。 

【2030 年のあるべき姿】 

  「エネルギーと自動車、生活機材」に携わる事業 

  者としてクリーンエネルギー、車両や設備機器に 

  導入可能な新たな省エネ商品、資材、新技術への 

  関心を高め、環境負荷軽減に寄与します。 

環境に配慮した 

製品・サービスの提供 

災害時におけるBCP対策の一環と

して、自家発電機、太陽光発電設

備を設置し、自社の消費電力を賄

っている。 

顧客の LP ガス使用量削減のために 

省エネ機器の普及推奨、販売促進 

交換リサイクルの長期化のため顧客

へ高効率部品の販売、推進活動を実施 

エコアクション21活動に参画し、

資源のリデュース、リユース、

リサイクルに取り組んでいる。
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分類別の評価および次年度へ向けて 

① 環境配慮項目（評価：○）
今年度も年間を通じて、顧客のニーズに合わせた省エネ商品の提案を実施することができ
た。引続きこれを継続し顧客満足度の更なる向上を図る。
今年度は「かけこみ 110 番の家(店)の登録」「市内中学生の職場体験学習の受入れ」「菊川
警察署との協定締結」など、地域貢献活動の領域拡大を図ることができた。
また、定期的に社内教育・緊急時対応訓練を実施することで、取組に対する更なる意識向
上に繋げることができた。

② 二酸化炭素排出量（評価：○）
電 力 使 用 量…不要時の電気消灯の励行による節電効果により、目標値より減少するこ

とができた。引続き各自ができることを意識しながら節電に努めていく。
Picars 工場において使用量が増加したのは、受注数増による工場稼働時
間の増加が主な要因と考えられる。 

   車両燃料使用量…ハイブリッド車を一部導入したことで、ガソリンの使用量を削減するこ
とができた。半面、石油類の販売増によりタンクローリーの稼働距離が
伸長したことで軽油使用量は増加となった。全体としては目標値を達成
することができ、次年度も引き続き取組を継続し削減に努めていく。 

   ＬＰガス使用量…真夏日の増加によりＧＨＰエアコンの運転時間が長くなった結果、本社
においては使用量増加となった。引き続き設定温度についてはルール化
を行い使用量の削減に努める。 

   ＣО２排出量…売上増加に伴い使用量が増加した項目があったものの、日々の取組の成
果により、別の項目において増加分をカバーすることができ、全体の排
出量としては目標値より削減することができた。次年度においても更な
る減少を目指し、取組みの継続・見直しを行っていく。 

③ 一般廃棄物排出量（評価：〇）
今年度も裏紙の活用、プリントミスの防止、シュレッダー使用頻度削減などに継続的に取
り組んだ。数字的にはほぼ横ばいではあるが、目標値をクリアすることができた。引続き
現在の取組を継続していきながら排出量削減に努める。

④ 産業廃棄物排出量（評価：○）
廃タイヤの処分量が今年度は大きく減少したため、全体の数字も 30％程度減少となり目標
値達成となった。引き続き削減できるところは継続して取り組みつつ、適正な処分を行う
ことについても関連法規を遵守しながらこれに努めていく。

⑤ 排水量・水使用量（評価：×）
本社は前年度とほぼ同水準であった。給油所については各蛇口に節水コマを設置するなど
設備改善を行ったが、給油所内の車両移動線周辺や来店客操作機器の美観清掃（クレンリ
ネス）を強化したため、清掃時での水使用量が増加し目標値達成とはならなかった。引続
き節水の注意喚起を行いながら取組を継続していく。また、オートガス設備の冷却散水の
水使用量を個別に把握していくこととした。（令和５年７月より集計を開始）

⑥ 化学物質購入量（評価：○）
引続き適正な管理に取り組んだ。洗剤系（カーシャンプー）について、PRTR 法対象物質を
含まない商品へ切替えを行った。

12/19



７．その他の取組み 

社内教育の実施 

日時：令和 5年 2月 21 日、3 月 7日 

場所：浜崎商店本社事務所内 

内容：静岡県警が作成する「かけこみ 110 番の家(店)」アプリへの掲載へ向けた、登録説 

明及び対応方法研修（2月 21日） 

給油所にかけこみ 110 番の家（店）のぼり旗、プレートの掲示（3月 7日） 

評価：子供の受入・保護、警察署や保護者への連絡、事件時の被害確認などについて手順 

・連携方法を従業員全員で共有した。当社の地域貢献活動の幅が広がる内容の研修

となり、非常に有益なものであったと評価している。 
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緊急時対応訓練 ① 

日時：令和 4年 9月 13 日 

場所：自社一般取扱所ローリーラック 

内容：一般取扱所から小型ローリーラックへの重油荷積み中に発生したヒューマンエラー 

による漏油事故を想定した緊急時対応訓練 

評価：検証した結果、当初の対応すべき対策・対応手順は概ね良好な結果を得た。 

   漏油設備所有者への報告は簡潔で明確に報告できるよう報告シートを活用すること 

   で、情報を正確にもれなく報告できるよう改善事項としてあげたい。 
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緊急時対応訓練 ➁ 

日時：令和 5年 4月 11 日 

場所：菊川給油所併設オートガス設備 

内容：給油所併設オートガス充填設備からの液状ガス漏洩事故発生を想定した応急処置 

   対応訓練 

評価：検証した結果、計画した対応事項・作業工程に問題はなかった。共同作業は屋外 

   での作業となるため、風や環境音により従業員間でのコミュニケーションにおい 

   て肉声が通りにくいことが判明。トランシーバーや拡声器の利用を積極的に行う 

   ことを改善項目としたい。 
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地域貢献活動 ① 

日時：令和 4年 9月 1日～2 日 

場所：菊川給油所 

内容：市内の中学生を職場体験学習実習生として受入れ 

  評価：未就業者に対し、給油所の地域における存在意義やその具体的な業務内容について、 

実際に業務を体験してもらいながら学んで頂けたことは、非常に意義のある活動で 

あった。 

日時：令和 5年 2月 28 日 

場所：菊川警察署 

内容：菊川警察署と同署管轄内災害発生時の車両使用に関する協定を締結 
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地域貢献活動 ➁ 

日時：令和 4年 10 月 18 日（秋季） 

   令和 5年 14 月 18 日（春季） 

場所：事務所及び給油所周辺幹線沿い 

内容：事務所周辺のゴミ拾い
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